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亀岡市都市計画審議会常務委員会 

令 和 ４ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 開 催 



 

 

 

 

議第１１０号 

 

 

南丹都市計画生産緑地地区の変更について 

 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する 

 

同法第１９条第１項の規定に基づき、南丹都市計画生産緑地地区を次のとおり 

 

変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















